
笠間の家 レンタル利用規約 

 

使用目的 

• 2階ギャラリー：個展、グループ展など、創作物の展示・販売にご利用いただける貸しスペースです。 

• 1階創作工房：創作の場として幅広くご利用いただける貸しスペースです。 

具体的には、以下の目的・内容に関することとし、事前に許可を得たうえでご利用ください。 

また、作業中は笠間の家スタッフの指示に従ってください。 

(1)地域活性化の促進に関すること。 

(2)市民と都市住民との交流の促進に関すること。 

(3)笠間市の産業の振興に資する工芸品の制作、展示及び販売に関すること。 

開館時間 

• 毎週土曜、日曜及び祝日の 9：30～17：00 

※平日は終日閉館となります。一般の方の立ち入りはできません。 

※年末年始(12/29～1/3)は閉館となります。 

※施設・整備保守点検等の理由により、臨時休館する場合があります。 

使用期間 

• 基本単位 

2階ギャラリー：1日からご利用いただけます。 

1階創作工房：半日(午前 or 午後)からご利用いただけます。 

※長期にわたるご利用については、ご相談ください。 

※搬入・搬出は期間内でお願いします。期間外の搬入・搬出・お預りは原則としてできません。 

使用料金  

• 2階ギャラリー：一回当たり 1,550円 

• 1階創作工房：一回当たり 1,550円 

※上記の金額は自由にお使いいただける什器備品(下記参照)の利用料金を含みます。 

什器備品：ワイヤー(約 20本)、スポットライト、展示台(10台)、会議机(4台)、会議椅子(約 20脚)、 

工房作業台(2台)、イーゼル(2台)、木製椅子(2台) 

搬入・搬出・展示 

• 搬入・搬出は必ず使用期間内におこなってください。期間外の搬入・搬出・お預りは原則としてできませ

ん。 

• キャプション／値札／梱包用品／接着剤等必要なものは使用者自身でご用意ください。 

• 作品の搬入、設営、搬出、撤去作業及びそれらに必要な人員の手配は使用者自身でお願いします。 



• 退出の際には会場内を原状回復してください。 

• ギャラリー壁面への展示はワイヤー吊りとなります。壁への釘打ち、絵具やペンキ等での加工は禁止い

たします。 

キャプション等設置される場合は、壁面を剥離しないような接着剤をご使用ください。 

• 案内状、ポスター等は使用者の任意で作成してください。 

• 音楽については、近隣に迷惑のかからないよう、建物の外に漏れない程度でご使用できます。再生に

必要な機器は使用者自身でご用意ください。 

管理責任 

• 当施設は建築物の保護保存が第一義の公共施設であるため完全貸切は不可とし、随時見学者を受け

入れます。 

• 会場及び展示作品の管理、保全は使用者の責任においてお願いします。 

• 万が一、火災、盗難、紛失、破損、不慮の事故、災害などが発生した場合、当ギャラリーではその責・負

担は一切負いませんので予めご了承ください。保険等が必要な場合は使用者側でご加入ください。 

• 施設内は火気、喫煙、飲酒禁止です。 

• 会場及び会場内設備、什器備品、また当ギャラリーの保有する所有作品及び委託作品を損傷、紛失さ

れた場合はその修繕・復旧にかかる実費を補償いただきます。運用の継続に支障の出るような汚損・

破損の場合、営業補償を求める場合があります。 

• 施設使用中に発生したゴミはすべて使用者側でお持ち帰りください。 

• 駐車場：10台。多数の集客が見込まれる場合、お車の乗り合わせや公共交通機関のご利用にご協力

をお願いいたします。 

展示作品の販売 

• ギャラリーの展示作品は販売できます。 

• 作家(使用者)が在廊中に独自で販売をおこなう場合、販売手数料はかかりません。 

• 作家(使用者)が不在の際、代わりに笠間の家スタッフが販売を承る場合は「委託販売」となり、販売価

格の手数料 4割をいただきます。 

申込み方法 

• 2階ギャラリー：利用開始日の 1年前より予約受付いたします。 

• 1階創作工房：利用開始日の 3 ヶ月前より予約受付いたします。 

• 空き状況をお問合せいただいた後、開催予定内容や活動履歴の分かるものを提出していただきます。 

※内容によってはご利用をお断りする場合がございますので、ご了承ください。 

• 笠間の家スタッフによる上記内容の確認が完了次第、「笠間の家施設使用許可申請書(様式第 3号)」

を記入のうえ提出いただきます。「笠間の家施設使用許可書(様式第 4号)」が発行されますと、正式に

お申込みとなります。 

※営利または公開を目的とする写真、映像等の撮影をする場合は、「笠間の家施設使用許可申請書

(様式第 3号)」とともに、「笠間の家撮影(変更)許可申請書(様式第 1号)」も提出いただきます。 



• 電話にて空き状況の照会、仮予約することができます。ただし、仮予約をした日から 7日以内に「笠間

の家施設使用許可申請書(様式第 3号)」の提出が無い場合、その仮予約は無効となります。 

• 申請は原則、先着順となります。 

お支払い 

• 申込時に、笠間の家受付にてお支払いください。 

• 予約成立後の使用者側の都合によるキャンセルの場合、申込金等の返金はいたしません。 

ただし、使用者の責任によらない理由で使用できなくなった場合、笠間の家の都合による使用許可の取

り消しや中止、制限もしくは変更となった場合は、払い戻しいたします。 

禁止事項 

下記に該当する行為は使用をお断りいたします。 

使用期間中であっても、即座に使用を中止していただき、使用料金の返金はありません。 

1. お申込みと異なった目的での使用。 

2. 使用者の第三者への転貸、譲渡。 

3. 公序良俗に反する行為や法令に違反する行為。 

4. 暴力的不法行為、反社会的行為及びそれらの活動、業務内容が不明確な団体が主催、共催及び後援

などをおこなう場合。または、これらの団体の利益になると判断した場合。 

5. 政治、宗教に関する(勧誘を含む)行為。 

6. 火気、危険物の持ち込み、または故意に施設や設備を破損させる行為。 

7. 加熱の恐れや消防上問題のある物の搬入、発火または引火性の物品など危険物の販売。 

8. その他、運営上支障をきたすと認められるものの搬入。 

9. 騒音、振動、異臭等、周辺環境や他者に迷惑を及ぼす行為。 

10. 法令で販売が禁止されている商品の販売。 

11. 他人の権利・利益を侵害する可能性のあるものの展示・販売。 

免責 

使用者は以下の条項に起因した一切の損害について、笠間の家が賠償責任を負わないことに同意したものとしま

す。 

• 会場内で発生した盗難、事故、故障、火災、浸水に関する障害について。 

• 使用者が、他の使用者または第三者に対して与えた損害について(使用者本人の自損含む)。 

• 使用者が、使用規約に違反した際の一切の損害について。 

• 使用者と第三者との間に発生したトラブルについて。 

その他 

• 笠間の家の広告・広報として、開期中の店内や作品等を撮影した写真などを、ウェブサイトや印刷物に

掲載させていただくことがあります。 



• 使用者が使用中に報告するべき事項があった場合、笠間の家スタッフへ速やかに報告するものとしま

す。 

笠間の家の設置及び管理に関する条例施行規則 

＊笠間の家の設置及び管理に関する条例によって、下記の 2点が定められております。 

(1) 笠間の家の施設及び備品等をき損、又は滅失するおそれがあるときの使用の禁止。 

(2) 故意又は過失により笠間の家の施設及び備品等を滅失、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は現状に回

復すること。 

 

＊笠間の家の設置及び管理に関する条例施行規則 

第 5条 条例第 10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のとおりとする。 

(1) 使用料を免除できるもの 

ア 市が主催又は共催するとき。 

イ アに規定するもののほか、施設を利用した交流事業など公共の福祉に資するものとして市長が特に認めるとき。 

(2) 使用料を減額できるもの 

前号に規定するもののほか、使用目的が営利又はこれらに類する行為を伴わないときで、市長が特に認めるもの。 

 

前項の規定による減免を受けようとする者は、条例第 8条の許可の申請をするとき、「笠間の家施設使用料減免申

請書(様式第 5号)」を併せて市長に提出し、その承認を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

伊東豊雄建築作品「笠間の家」 

〒309-1626 茨城県笠間市下市毛 79-9 

TEL／FAX：0296-73-5521 

メール：info.kasamanoie@gmail.com 

HP：https://kasamanoie.wixsite.com/kasamanoie 

Instagram：@kasamanoie 
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